
証券コード　3172

2 0 2 2年1 0月７日

株 主 各 位
静岡県島田市牛尾１１８番地
テ ィ ー ラ イ フ 株 式 会 社
代表取締役社長 西上　節也

１．日 時 2022年10月28日（金曜日）午前10時（受付開始:午前９時30分）

２．場 所 静岡県掛川市亀の甲１－３－１
掛川グランドホテル　３階「シャングリラスイート」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第39期（2021年８月１日から2022年７月31日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第39期（2021年８月１日から2022年７月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対

する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

     

第39期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第39期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
し上げます。

　株主の皆様におかれましては、開催日時点での新型コロナウイルス感染症の流

行状況やご自身の健康状態をご考慮のうえ、当日のご来場をご検討いただきます

ようお願い申し上げます。

　なお、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使につい

てのご案内」（３頁から４頁まで）にしたがって、2022年10月27日（木曜日）午

後５時15分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬　具

記

以　上
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新型コロナウイルス感染症の対応について

＜株主様へのお願い＞
1.感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が大幅に減少
　いたします。そのため、ご来場いただきましてもお席にご案内できない場合がござい
　ますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。
2.ご来場いただく株主様は、マスクのご着用をお願い申しあげます。
3.ご来場いただく場合は、会場入り口付近で検温させていただき、発熱があると認めら
　れる方につきましては、ご入場制限等をさせていただく場合がございます。
4.ご来場される場合には、受付前に用意したアルコール消毒液による手指の消毒をお願
　いいたします。
5.本株主総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する
　観点から議場における報告事項及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。株
　主様におかれましては事前に本定時株主総会招集ご通知をお目通しいただけますよう
　お願い申しあげます。
6.当日ご来場の株主様へのお土産のご用意はございません。
＜当社の対応について＞
1.株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対させて
　いただきます。
2.株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する
　場合がございます。
　インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.tealifeir.com/）よ
　り、修正後の情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申しあげます。

　　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申しあげます。

　　当社は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次
に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
https://www.tealifeir.com/）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集
ご通知の提供書面には記載しておりません。

  ①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の

　　概要」

  ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」

  ③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

　　なお、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作

成するに際して監査した書類には、本提供書面記載のもののほか、上記ウェブ

サイト掲載書類も含まれています。

　　株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じ

た場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

https://www.tealifeir.com/）に掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してく
ださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会

場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議

案に対する賛否をご表示のう

え、切手を貼らずにご投函く

ださい。

次ページの案内に従って、議

案に対する賛否をご入力くだ

さい。

日　時 行使期限 行使期限

2022年10月28日（金曜日）

午前10時（受付開始：午前9時30分）

2022年10月27日（木曜日）

午後5時15分到着分まで

2022年10月27日（木曜日）

午後5時15分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案に対する賛否をご記入ください。

第１・２・５号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３・４号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者に

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行

使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使

をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワ

ードを入力することなく、議決権行使サイトにロ

グインすることができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入
力する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってく
ださい。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

※操作画面はイメージです。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・
仮パスワード」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
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(
2021年8月１日から
2022年7月31日まで )

（提供書面）
事 　業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

  当社グループは、当連結会計年度の期首より「収益認識に関する会計基

準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用しております。こ

のため、前期比較は基準の異なる算定方法に基づいた数値を用いておりま

す。詳細につきましては、連結注記表をご参照ください。

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に収

束の傾向が見えず、経済活動の停滞が長期化しております。また、ロシア

のウクライナ侵攻等の影響による国際的な原料価格高騰や、円安進行によ

る物価上昇の影響により、個人消費も生活防衛意識の高まりから低迷が続

いております。一方でウィズコロナの新生活様式の定着、感染拡大抑制策

を目指す政府の施策により、一部正常化へ変化の兆しも見られるものの、

依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

　小売・卸売業界におきましては、コロナ禍での生活様式の中で各種在宅

利用可能なチャネルが定着する一方、実店舗販売は、時短営業や外出自粛

等の影響を大きく受ける期間もあり、業態により明暗が分かれ、出口を模

索する状況が続いております。通信販売業界におきましては、ＥＣ（電子

商取引）や宅配サービスを中心に好調に推移した一方、参入企業の増加に

よる競合他社との競争激化が進行しております。

　このような経営環境のなか、当社グループ（当社及び連結子会社）は更

なる躍進による成長と長期的な企業価値向上を目指し、「進化するウェル

ネス＆ライフサポート企業」という将来ビジョンのもと、「Ｒｅｂｏｒ

ｎ！」をスローガンとした中期経営計画の達成に向け、各事業の成長及び

利益確保に注力してまいりました。

  この結果、当連結会計年度における売上高は12,737百万円（前期比

8.7％増）となりました。

  損益面では、営業利益は808百万円（同10.3％減）、経常利益は800百万

円（同13.4％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は566百万円（同

19.5％減）となりました。

　セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

　なお、売上高については、セグメント間取引の調整後の数値であり、セ

グメント利益及び損失については、セグメント間取引の調整前の数値であ

ります。
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ア. 小売事業

  小売事業では、「メタ褒め茶プラス」等の機能性表示食品や静岡県産

茶ノ実油配合の化粧品「ｈｕｇｍ（ハグム）」シリーズを中心に新商品

の拡販を実施するとともに、スマホアプリの利用促進、ＬＩＮＥ機能を

活用した利便性改善、ＥＣモールのギフト販促強化により、デジタルシ

フトを推進しました。しかしながら顧客開拓の効率悪化により顧客数が

伸び悩み、売上、利益面でも苦戦しました。海外販売では、販売活動に

おいて中国（上海）ロックダウンによる制限を受けた結果、厳しい業績

となりました。

　この結果、売上高は5,503百万円（前期比14.0％減）、セグメント損

失は85百万円（前期は205百万円の利益）となりました。

イ. 卸売事業

  卸売事業におきましては、テレビショッピングにおける主力商品のサ

プリメント等の健康美容関連商品の販売において放映回数を増やせたこ

と等により好調に推移し、売上拡大に貢献しました。店舗への販売にお

いては、海外仕入商品の入荷遅延、感染症対策での外出自粛や営業活動

の制限の影響はあったものの客足の戻りが見られ、回復基調で推移いた

しました。

　この結果、売上高は6,648百万円（前期比38.4％増）、セグメント利

益は686百万円（同52.4％増）となりました。

ウ. プロパティ事業

  プロパティ事業におきましては、袋井センター及び掛川センターにお

ける賃貸エリアの拡大や設備メンテナンスによる賃貸稼働率の向上、グ

ループ企業の物流集約や他社出荷業務の受託量拡大に取り組み、売上が

伸長いたしました。一方で、業務効率化のための物流機器導入等、設備

投資に伴う初期対応のコスト増が利益を圧迫しました。

　また、新たな収益物件として、2022年5月に愛知県名古屋市守山区に

「ティーライフ名古屋センター」を開設し、売上拡大に取り組みまし

た。

　この結果、売上高は585百万円（前期比13.7％増）、セグメント利益

は197百万円（同14.8％減）となりました。
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② 設備投資の状況

　当連結会計年度中に実施しました当社グループの設備投資の総額（無形

固定資産を含めております。）は159百万円であります。その主なもの

は、小売事業に係る物流合理化のための設備投資105百万円であります。

③ 資金調達の状況

　該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

－ 7 －



区 分
第 36 期

(2019年７月期)
第 37 期

(2020年７月期)
第 38 期

(2021年７月期)

第 39 期
(当連結会計年度)
(2022年７月期)

売 上 高(百万円) 9,286 10,577 11,719 12,737

経 常 利 益(百万円) 355 525 924 800

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 242 420 704 566

１株当たり当期純利益 (円) 56.96 99.03 165.81 133.40

総 資 産 (百万円) 6,229 7,756 8,307 8,274

純 資 産 (百万円) 4,596 4,930 5,460 5,791

１株当たり純資産額 (円) 1,081.47 1,160.07 1,284.93 1,362.78

区 分
第 36 期

(2019年７月期)
第 37 期

(2020年７月期)
第 38 期

(2021年７月期)

第 39 期
(当事業年度)

(2022年７月期)

売 上 高 (百万円) 4,882 4,683 4,571 4,197

経 常 利 益 (百万円) 215 176 386 168

当 期 純 利 益 (百万円) 111 185 306 148

１株当たり当期純利益 (円) 26.17 43.70 72.19 34.87

総 資 産 (百万円) 5,678 6,714 6,744 6,320

純 資 産 (百万円) 4,517 4,573 4,712 4,617

１株当たり純資産額 (円) 1,063.07 1,076.15 1,108.83 1,086.39

(2) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１.１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総

数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株

式総数により算出しております。

　　　２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に

係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指

標等となっております。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１.１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総

数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株

式総数により算出しております。

　　　２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る主要

な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等とな

っております。
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会社名 資本金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

株式会社アペックス 40百万円 100.0％
美容・健康関連商
品、寝具等の卸売

株式 会社ダイカイ 10百万円 100.0％ 生活雑貨等の卸売

株式会社Ｌｉｆｅｉｔ 80百万円 100.0％
生活雑貨、家具等の
通信販売

特莱芙（上海）貿易有限公司 300万中国元 100.0％ 健康茶等の通信販売

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１. 前連結会計年度において清算手続き中であった提來福股份有限

公司は、2021年12月に清算結了したため、重要な子会社から除

外いたしました。

２． 特莱芙（上海）貿易有限公司について、2021年８月に増資を行

い、資本金が増加しております。

(4) 対処すべき課題

　今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大等による影響が

続くなか、政府や経済界でのウィズコロナ政策等により経済活動再開に意欲

的な反面、ロシアウクライナ情勢の長期化や物価高の継続により、消費回復

には時間がかかると見込まれ、厳しい状況が続くと予想されます。

　小売・卸売業界におきましては、好調であったＥＣ販売においてコロナ特

需の落ち着きが見られるものの、リベンジ消費等新たな消費喚起が明暗を分

けると見込まれ、プレイヤーが増えた中での生き残り競争激化が想定されま

す。また、不動産賃貸業界においては、消費回復を受け、流通量の増加によ

る倉庫及び出荷代行請負の需要拡大が見込まれる一方、コロナ特需に陰りが

見えたことで、一部の賃貸先では業績悪化による影響が懸念されます。

　このような環境のもと、当社グループは、更なる躍進による成長と長期的

な企業価値向上を目指し、「進化するウェルネス＆ライフサポート企業」と

いう将来のビジョンのもと、「Ｒｅｂｏｒｎ！ver.２」をスローガンとした

2023年７月期から2025年７月期までの中期経営計画を策定いたしました。

　当社グループは、上記の中期的な経営戦略を推進するために、課題解決に

向けた施策を実施することで、持続可能な成長を目指してまいります。
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① 差別化戦略の推進

　消費環境の変化や急成長するＥＣ市場の競争に対応するため、販売手法

のデジタルシフトはもちろんのこと、より独自性の高い商品、高付加価値

商品の研究・開発をはじめ、参加型イベントの実施等でお客様との関係性

を深めるファンマーケティングの推進により、よりお客様に求められる企

業となるための差別化戦略を推進してまいります。

② 将来の成長に向けた挑戦

  日々変動する世界情勢のなか、海外戦略の立て直しを図るため、中国へ

の販売手法の見直しを図るとともに、円安を背景に、有力な消費市場であ

るアメリカへの販路開拓を推進いたします。また、プロパティ事業におい

ては、各センターの賃貸営業を強化し、満床維持に努めるとともに、袋井

センターに導入した自動化設備による生産性向上に注力し、３ＰＬ事業の

収益力改善を図ります。あわせて、グループ力を高める戦略的なＭ＆Ａに

より、持続的な成長の実現を目指します。

③ 強固な経営基盤の構築

  グループ間でのバックオフィス、情報システム、物流・営業拠点、販路

の共有等の推進によりシナジー創出に努め、グループ経営資源の最適化を

図り、より強固な経営基盤の構築を図ります。また、成長とともに社会に

貢献する企業を目指し、コンプライアンスの徹底に加え、ＳＤＧｓへの取

り組みも一層強化し、社会からの要請及びステークホルダーの期待に応え

られるよう努めてまいります。

事業区分 事業内容

小売事業

主に健康茶、健康食品、化粧品、ベビー用品、キッズ家具、

インテリア・ペット雑貨、ガーデン用品等を一般消費者に通

信販売しております。

卸売事業
主にヘルスケア商品、生活雑貨、寝具、化粧品等を通信販売

会社や小売店等に販売しております。

プロパティ事業
主に自社不動産を活用した不動産賃貸、出荷業務の受託を行

っております。

(5) 主要な事業内容（2022年７月31日現在）
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本社 静岡県島田市

袋井センター 静岡県袋井市

掛川センター 静岡県掛川市

名古屋センター 愛知県名古屋市

株式会社アペックス 本社（群馬県高崎市）

株式会社ダイカイ
本社（静岡県掛川市）

東京事務所（東京都目黒区）

株式会社Ｌｉｆｅｉｔ 本社（東京都目黒区）

特莱芙（上海）貿易有限公司 本社（中国上海市）

(6) 主要な事業所（2022年７月31日現在）

① 当社

② 子会社

事業区分 従業員数 前連結会計年度末比増減

小売事業 120名（55名） -（6名増）

卸売事業 42名（10名） 5名増（3名増）

プロパティ事業 3名（19名） 5名減（7名増）

合　計 165名（84名） -（16名増）

(7) 従業員の状況（2022年７月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含み、

人材会社からの派遣社員を除いております。）は、年間の平均人員を

（　）外数で記載しております。
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従業員数
前事業年度末比

増減
平均年齢 平均勤続年数

93名（67名） 6名減（11名増） 37.4歳 11.0年

② 当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）

であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含み、人材会社からの派遣

社員を除いております。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載し

ております。

借入先 借入額

株式会社静岡銀行 558百万円

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 256百万円

(8) 主要な借入先の状況（2022年７月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社は、消費者庁より2021年３月23日付で、当社が販売している「メタボ

メ茶」の広告表示の一部において、不当景品類及び不当表示防止法（景品表

示法）第７条第１項の規定に基づく措置命令を受け、本件措置命令における

事実認定及び判断には承服し難いとして、東京地方裁判所に本件措置命令に

対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立を行ってまいりましたが、東京地

方裁判所より、2022年４月28日に当社の申立が棄却され、措置命令が執行さ

れました。当社としては、この結果を重く受け止め、更なる法令順守の徹

底、コンプライアンス体制の一層の強化に努めてまいります。
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① 発行可能株式総数 14,000,000株

② 発行済株式の総数 4,249,841株（自己株式159株を除く）

③ 株主数 9,174名

④ 大株主（上位10名）

株　主　名 持　株　数 持 株 比 率

株式会社Ｎ＆Ｋ 1,416,700株 33.33％

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

196,800 4.63

植田　佳代子 125,000 2.94

山田　壽雄 99,500 2.34

ティーライフ従業員持株会 76,750 1.80

浅井　伸祐 70,400 1.65

植田　翔子 70,000 1.64

植田　元気 70,000 1.64

若杉　精三郎 60,000 1.41

日本生命保険相互会社 36,000 0.84

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（2022年７月31日現在）

（注）持株比率は自己株式（159株）を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項

　　該当事項はありません。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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地　　位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 植 田 伸 司 －

代表取締役社長 西 上 節 也

株式会社アペックス代表取締役会長

株式会社ダイカイ代表取締役会長

株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長

特莱芙（上海）貿易有限公司監事

取 締 役 伊 藤 和 也 企画販売部長

取 締 役 石 澤 浩 和 ロジスティクス事業部長兼物流部長

取 締 役 児 島 正 雄
経営企画部長

株式会社アペックス取締役社長

取 締 役

（常勤監査等委員）
岡 村 　 朗

株式会社アペックス監査役

株式会社ダイカイ監査役

株式会社Ｌｉｆｅｉｔ監査役

取 締 役

（監査等委員）
小 川 幸 伸

公認会計士小川幸伸事務所代表

公益財団法人佐々木研究所監事

古河電池株式会社社外監査役

リリカラ株式会社社外取締役（監査等委員）

取 締 役

（監査等委員）
寺 田 敏 子

つかさ綜合法律事務所所長

ミカタ少額短期保険株式会社社外監査役

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2022年７月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）小川幸伸氏及び寺田敏子氏は、社外取締役で

あります。

２. 取締役（監査等委員）岡村朗氏は、通信販売業界に関する豊富な経

験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しております。

３. 取締役（監査等委員）小川幸伸氏は、公認会計士資格を保有し、監

査法人における長年の監査業務の経験と幅広い見識を有しており、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４. 取締役（監査等委員）寺田敏子氏は、弁護士資格を保有し、弁護士

かつ法律事務所の所長としての経験と幅広い見識を有しており、財

務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

５. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委

員を除く）からの情報収集及び重要な社内会議への出席による情報

共有並びに内部監査室と監査等委員との十分な連携を可能にするた

め、取締役（監査等委員）岡村朗氏を常勤の監査等委員として選定

しております。
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６. 当社は、社外取締役（監査等委員）小川幸伸氏及び寺田敏子氏を株

式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。

７. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

① 2021年10月26日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって、任

期満了により、湯川和俊氏は取締役を退任いたしました。

② 2022年２月28日付で、苗村博子氏は社外取締役（監査等委員）を

辞任いたしました。なお、退任時における重要な兼職は弁護士法

人苗村法律事務所代表でありました。なお、同氏は弁護士資格を

保有し、弁護士かつ法律事務所の所長としての経験と幅広い見識

を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。

③ 監査等委員である取締役寺田敏子氏は、2022年３月14日より静岡

地方裁判所の決定に基づき、仮取締役（監査等委員）として選任

され就任しております。

②　責任限定契約の内容の概要

　当社と各監査等委員は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基

づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお

ります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１

項に定める最低責任限度額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の概要

　当社は、当社のすべての取締役及び子会社の設立国の法律により、これ

らの者と同様の地位にある者を被保険者として、会社法第430条の３第１

項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、

被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係

る請求を受けることによって生ずることのある損害（ただし、保険契約上

で定められた免責事由に該当するものを除く）を当該保険により塡補する

こととしております。なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担し

ております。
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役員区分

報酬等の

総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額

（百万円）

対象と

なる

役員の

員数

（人）
基本報酬

業績連動報酬等

（賞与）

取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）

90

(-)

90

(-)

-

(-)

6

(-)

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

17

(8)

17

(8)

-

(-)

4

(3)

合　　計

（うち社外役員）

108

(8)

108

(8)

-

(-)

10

(3)

④ 取締役の報酬等

ア．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれ

ておりません。

２. 上記には2021年10月26日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって

退任した取締役（監査等委員を除く）１名及び2022年２月28日付で辞

任した取締役（監査等委員）１名（うち社外取締役１名）を含んでお

ります。

３. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年10月27日開催の

第33期定時株主総会において、年額250百万円以内（使用人兼務取締

役の使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該定時

株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は５名です。

４. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年10月27日開催の第33期

定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいておりま

す。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名

です。

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の

報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議

に際しては、事前に決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、

答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役

の個人別の報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認して

おり、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりで

す。
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ⅰ）基本報酬に関する方針

　固定報酬である基本報酬については、監査等委員を除く取締役と監

査等委員である取締役に区分して株主総会で承認された報酬総額の限

度内にて、会社業績、個人業績、世間水準及び対従業員給与とのバラ

ンス等を考慮して、監査等委員を除く取締役については取締役会にて

その配分決定を代表取締役社長に一任する旨を決定し、監査等委員で

ある取締役については監査等委員である取締役の協議によって定め

る。委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬委員会の諮問・答申

を経て配分を決定する。

　個人別の報酬額は、取締役の役位別基本報酬テーブルを基準とし、

各取締役の業務分掌の内容及び経営関与度等を総合的に勘案のうえ、

基本月額報酬を算定する。

ⅱ）業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬として、対象期における業績評価に基づいて支給する

役員賞与制度を採用し、当該役員賞与は対象期の定時株主総会決議に

より決定し、同日開催の取締役会にてその配分決定を代表取締役社長

に一任する旨を決定し、委任を受けた代表取締役社長は、配分につい

て指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会の答申を経て決定す

る。

変動報酬については、業績の評価（売上高及び経常利益の達成度）

に基づく支給係数を基準とし、各取締役の業績貢献度等を勘案のう

え、賞与支給額を算定する。

ⅲ）非金銭報酬等に関する方針

　該当なし。

ⅳ）報酬等の割合に関する方針

　報酬の種類別の報酬割合については、業績連動賞与の支給額により

変動するものの、目安としてＫＰＩを100％達成の場合、基本報酬：

変動報酬の割合は85％：15％とする。但し、社外取締役、監査等委員

である取締役については、基本報酬100％とする。

ⅴ）報酬等の付与時期や条件に関する方針

　基本報酬は在任中毎月定期的に支払い、賞与は支給に関する決議後

に速やかに支払うものとする。

ウ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

　取締役会は、代表取締役社長西上節也に対し、各取締役の基本報酬額

及び役員賞与額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グル

ープの業績及び経営状況を熟知し、総合的に各取締役の評価を行えると

判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、

子会社からの当社役員に対する報酬等も含め、事前に指名・報酬委員会

がその妥当性等について確認しております。
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＜ご参考＞

　なお、本株主総会第５号議案「取締役（監査等委員である取締役及び

社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定

の件」が承認可決された場合は、上記の決定方針については、ご承認い

ただいた内容と整合するよう変更する予定です。

⑤ 社外役員に関する事項

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役（監査等委員）小川幸伸氏は、公認会計士小川幸伸事務所の代

表、公益財団法人佐々木研究所の監事、古河電池株式会社の社外監査

役、リリカラ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。当社と

各兼職先との間には特別の関係はありません。

　取締役（監査等委員）苗村博子氏は、弁護士法人苗村法律事務所の代

表であります。当社と兼職先との間には委任契約等の取引関係があり、

取締役就任期間における取引金額について当社が定める社外役員の独立

性判断基準における取引の基準額を上回ることとなったため、同氏は、

2022年２月28日付で辞任により退任しております。

　取締役（監査等委員）寺田敏子氏は、つかさ綜合法律事務所の所長、

ミカタ少額短期保険株式会社の社外監査役であります。当社と各兼職先

との間には特別の関係はありません。

イ. 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

　　該当事項はありません。
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取 締 役

(監査等委員)

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に

期待される役割に関して行った職務の概要

小 川 　 幸 伸

　当事業年度に開催された取締役会20回全てに、また、監査
等委員会15回の全てに出席しております。
　公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってお
り、議論の活性化や会計監査の品質向上に貢献いたしまし
た。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開
催された委員会４回の全てに出席し、客観的・中立的立場で
当社の指名・報酬に関する監督機能を主導しております。

苗 村 　 博 子

　2022年２月28日退任までに開催された取締役会13回のうち
12回、また、監査等委員会10回の全てに出席しております。
　弁護士としての専門的知見から、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、議
論の活性化やコンプライアンスの品質向上に貢献いたしまし
た。また、指名・報酬委員会の委員として、在任中に開催さ
れた委員会３回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社
の指名・報酬に関する監督機能を主導しております。

寺 田 　 敏 子

　2022年３月14日就任以降開催された取締役会７回の全て
に、また、監査等委員会５回の全てに出席しております。
　弁護士としての専門的知見から、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、議
論の活性化やコンプライアンスの品質向上に貢献いたしまし
た。また、指名・報酬委員会の委員として、在任中に開催さ
れた委員会１回に出席し、客観的・中立的立場で当社の指
名・報酬に関する監督機能を主導しております。

ウ. 当事業年度における主な活動状況

（注）当社は、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）

第７条第１項の規定に基づく措置命令を受け、2022年４月28日措置命

令が執行されました。各社外取締役は、平素より取締役会において法

令順守の重要性について発言を行っており、また、発生後は法令順守

の更なる徹底、再発防止に向けた取り組みに対して適宜提言を行うな

どその職責を果たしております。

⑥ その他会社役員に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 19 －



報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき
金銭その他の財産上の利益の合計額

25百万円

(4) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監

査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分

しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る

会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま

す。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務

遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかに

ついて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につ

いて同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき会

計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委

員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任

した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

　　該当事項はありません。

⑥ 補償契約の内容等の概要等

　　該当事項はありません。
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(5) 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社グループは、株主への利益還元を経営の重要な課題と位置付けてお

り、企業体質の強化及び今後の事業拡大のための内部留保の充実を勘案しつ

つ、配当性向30％を目途に、毎期安定した配当を継続していくことを基本方

針としております。

　当期の期末配当金につきましては、上記の基本方針に基づき、当期業績を

踏まえて、１株当たり26円の配当を行う予定であります。すでに実施済みの

中間配当金１株当たり26円とあわせまして、年間配当金は１株当たり52円

（前期比１円増配）となります。

　なお、内部留保金につきましては、今後の業界の競争激化に対応しうる高

付加価値商品の研究・開発、ＤＸ改革の推進への対応のほか、事業拡大のた

めの不動産購入、Ｍ＆Ａなど、将来の企業価値を高めるための投資資金とし

て適切に活用してまいります。

　また、翌期の配当につきましては、翌期の連結業績見通し及び上記基本方

針を勘案し、中間配当金１株当たり26円、期末配当金１株当たり26円とし、

年間配当金１株当たり52円を予定しております。
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（2022年７月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

4,282

2,323

10

1,149

539

50

47

171

△10

3,991

3,260

696

99

2,429

34

128

60

67

603

197

66

344

△5
　

流 動 負 債 1,423

買 掛 金 524

１年内返済予定の長期借入金 196

未 払 金 306

未 払 法 人 税 等 159

契 約 負 債 31

賞 与 引 当 金 51

役員賞与引当金 2

そ の 他 150

固 定 負 債 1,059

長 期 借 入 金 619

退職給付に係る負債 79

資 産 除 去 債 務 72

そ の 他 288

負 債 合 計 2,482

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 5,766

資 本 金 356

資 本 剰 余 金 326

利 益 剰 余 金 5,083

自 己 株 式 △0

その他の包括利益累計額 24

その他有価証券評価差額金 19

為 替 換 算 調 整 勘 定 5

純 資 産 合 計 5,791

資 産 合 計 8,274 負 債 純 資 産 合 計 8,274

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2021年８月１日から

2022年７月31日まで )
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 12,737

売 上 原 価 7,789

売 上 総 利 益 4,948

販売費及び一般管理費 4,139

営 業 利 益 808

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2

受 取 配 当 金 0

為 替 差 益 10

そ の 他 5 18

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1

行 政 処 分 対 応 費 23

そ の 他 0

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 0 26

経 常 利 益 800

特 別 利 益

補 助 金 収 入 21 21

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 4 4

税金等調整前当期純利益 817

法人税、住民税及び事業税 238

法 人 税 等 調 整 額 12 250

当 期 純 利 益 566
親会社株主に帰属する当期純利益 566

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（2022年７月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

1,618

874

346

172

50

46

23

107

△2

4,702

3,233

669

6

96

1

30

2,429

39

32

6

1,429

133

955

17

323

△0
　

流 動 負 債 644

買 掛 金 72

１年内返済予定の長期借入金 196

未 払 金 214

未 払 費 用 28

契 約 負 債 29

預 り 金 18

前 受 収 益 32

賞 与 引 当 金 34

そ の 他 17

固 定 負 債 1,059

長 期 借 入 金 619

退職給付引当金 79

資 産 除 去 債 務 72

そ の 他 288

負 債 合 計 1,703

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 4,617

資 本 金 356

資 本 剰 余 金 326

資 本 準 備 金 326

利 益 剰 余 金 3,934

利 益 準 備 金 1

その他利益剰余金 3,932

固定資産圧縮積立金 66

別 途 積 立 金 2,711

繰越利益剰余金 1,155

自 己 株 式 △0

評価・換算差額等 △0

その他有価証券評価差額金 △0

純 資 産 合 計 4,617

資 産 合 計 6,320 負 債 純 資 産 合 計 6,320

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2021年８月１日から

2022年７月31日まで )
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 4,197

売 上 原 価 1,337

売 上 総 利 益 2,860

販売費及び一般管理費 2,803

営 業 利 益 56

営 業 外 収 益

受取利息及び受取配当金 120

経 営 指 導 料 13

そ の 他 5 139

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2

行 政 処 分 対 応 費 23

そ の 他 1

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 0 27

経 常 利 益 168

特 別 利 益

補 助 金 収 入 21 21

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

損 害 賠 償 金 12 12

税 引 前 当 期 純 利 益 177

法人税、住民税及び事業税 1

法 人 税 等 調 整 額 28 29

当 期 純 利 益 148

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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独立監査人の監査報告書

テ ィ ー ラ イ フ 株 式 会 社

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト　ー　マ　ツ
　 静 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 郷 右 近 　 隆 　 也 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 宮 澤 達 也 ㊞

2022年9月8日

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ティーライフ株式会社の2021年8月1日

から2022年7月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、ティーライフ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プ
ロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・　 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督
及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。
以　　上
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独立監査人の監査報告書

テ ィ ー ラ イ フ 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト　ー　マ　ツ
　 静 岡 事 務 所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 郷 右 近 　 隆 　 也 ㊞

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 宮 澤 達 也 ㊞

2022年9月8日

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ティーライフ株式会社の2021年8

月1日から2022年7月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プ
ロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以　　上
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監査報告書

　当監査等委員会は、2021年８月１日から2022年７月31日までの第39期事業年度における取

締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告い

たします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締

役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ

いて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必

要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、会社の内部統制部門と

連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事

項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主

要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、

子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社

から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること

を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する

品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細

書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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ティーライフ株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 岡 村 　 朗

監 査 等 委 員 小 川 幸 伸

監 査 等 委 員 寺 田 敏 子

２. 監査の結果

(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、

指摘すべき事項は認められません。

　　なお、事業報告に記載の通り、2022年４月28日の東京地方裁判所判決を受けて、2021年

３月23日付の不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく消費者庁の措置

命令が執行されました。監査等委員会としては、再発防止の取り組みが行われていること

を改めて確認するとともに、今後もその実施状況について継続的に注視してまいります。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3)　連結計算書類の監査結果

　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

　　　2022年９月15日

（注）監査等委員小川幸伸及び寺田敏子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す

る社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

　当社は、株主様への利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、企業体質

の強化及び今後の事業拡大のための内部留保の充実を勘案しつつ、安定した配当

を継続していくことを基本方針とし、次のとおり剰余金の処分をいたしたいと存

じます。

  期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　金26円

配当総額　　　　 110,495,866円

（中間配当金として１株につき26円をお支払いしておりますので、年間

配当金は１株につき52円となります。）

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年10月31日
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現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案

（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示とみなし提供）

第14条 当会社は、株主総会の招集に

際し、株主総会参考書類、事

業報告、計算書類および連結

計算書類に記載または表示を

すべき事項に係る情報を、法

務省令に定めるところに従い

インターネットを利用する方

法で開示することにより、株

主に対して提供したものとみ

なすことができる。

（削　　除）

第２号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由

　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし

書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供

制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。

（1）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を

　　定款に定めることが義務付けられたことから、変更案第14条（電子提供措置

　　等）第１項を新設するものであります。

（2）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項の

　　うち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務

　　省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条

　　（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。

（3）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総

　　会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるた

　　め、これを削除するものであります。

（4）上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。な

　　お、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

２．変更の内容

　　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

－ 33 －



現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案

（新　　設）

附則

（新　　設）

（電子提供措置等）

第14条 当会社は、株主総会の招集に

際し、株主総会参考書類等の

内容である情報について電子

提供措置をとる。

２ 当会社は、電子提供措置をと

る事項のうち法務省令で定め

るものの全部または一部につ

いて、議決権の基準日までに

書面交付請求をした株主に対

して交付する書面に記載する

ことを要しないものとする。

附則

（株主総会資料の電子提供に関する経

過措置）

第２条 2022年９月１日から６か月以

内の日を株主総会の日とする

株主総会については、定款第

14条（株主総会参考書類等の

インターネット開示とみなし

提供）は、なお効力を有す

る。

２ 本条の規定は、2022年９月１

日から６か月を経過した日ま

たは前項の株主総会の日から

３か月を経過した日のいずれ

か遅い日後にこれを削除す

る。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（重要な兼職の状況）

所有する当

社の株式数

１

にし

西

 

 
がみ

上

 

 
せつ

節

 

 
や

也
(1963年３月16日生)

1986年４月 株式会社ガムガム入社

1996年８月 ANT HK Co.Ltd設立  代表取締役社長就任

2002年３月 シーコム株式会社入社　専務取締役就任

2008年９月 ジーエスエムジャパン株式会社入社　執行役員就任

2010年10月 同社代表取締役社長就任

2019年１月 当社入社　顧問

2019年４月 社長補佐

2019年８月 社長補佐経営企画本部長

2019年10月 取締役副社長就任　経営企画本部長

株式会社ダイカイ取締役就任

2020年８月 代表取締役社長就任　経営企画本部長

2020年10月 代表取締役社長就任　海外事業本部長

株式会社アペックス　代表取締役会長就任（現任）

株式会社ダイカイ　代表取締役会長就任（現任）

株式会社Ｌｉｆｅｉｔ　代表取締役会長就任（現任）

2021年６月 特莱芙（上海）貿易有限公司董事就任

2021年11月 代表取締役社長（現任）

2022年２月 特莱芙（上海）貿易有限公司監事就任（現任）

6,000株

（取締役候補者とした理由等）

　西上節也氏は、国内外の起業や事業運営等を通じ、会社経営者としての豊富な経験と知見を有

しており、代表取締役社長就任後も、その能力を発揮し、当社グループ全体の経営を主導してお

ります。その実力、能力、企業経営者としての豊富な経験とともに、人格、見識とも優れている

ことから、当社の経営理念を十分に理解し、取締役としての職務を適切に遂行していただけるも

のと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）５名

全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。

　なお、取締役候補者の選任にあたっては、指名・報酬委員会の答申を経ており

ます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ り が な
氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

２

い

伊

 

 
とう

藤

 

 
かず

和

 

 
や

也
(1970年９月５日生）

1993年４月　株式会社ムトウ（現　株式会社スクロー

ル）入社

2005年５月　株式会社イマージュ（現　株式会社セシ

ール）入社

2006年１月　当社入社

2012年８月　管理部長

2017年５月　コミュニケーション部長

2018年８月　ＦＦ本部コミュニケーション部長

2018年９月　コーポレート本部コーポレート部長

2018年10月　株式会社アペックス取締役就任

2019年４月　株式会社Ｌｉｆｅｉｔ取締役就任

2019年10月　取締役就任　コーポレート本部長兼コー

ポレート部長

2021年10月　取締役就任　国内事業本部長兼コーポレ

ート本部長兼コーポレート部長

2021年11月　取締役企画販売部長（現任）

6,300株

（取締役候補者とした理由等）

　伊藤和也氏は、当社の総務、人事、ＩＲ関連、経理財務、情報システム等の管理部門の経験に

加え、通信販売の企画販売部門等の営業活動に携わり、豊富な経験と知識を有しております。当

社の経営理念を十分に理解し、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たしてお

り、引き続き取締役候補者といたしました。

３

いし

石

 

 
ざわ

澤

 

 
ひろ

浩

 

 
かず

和
（1970年1月28日生）

1992年４月 東海旅客鉄道株式会社入社

2003年４月 グッドウィル株式会社入社

2006年７月 同社統括部長

2008年10月 トランコム株式会社入社

2009年１月 同社関東エリアマネージャー

2014年７月 株式会社ジェネックス入社

2015年８月 同社常務取締役就任　統括本部長

2016年４月 当社入社

2016年11月 物流担当部長

2018年８月 物流部長

2019年６月 プロパティ事業部長

2019年10月 取締役就任　ロジスティクス事業本部長

兼ロジスティクス事業部長

2020年８月 取締役ロジスティクス事業本部長兼ロジ

スティクス事業部長兼物流部長

2021年11月 取締役ロジスティクス事業部長兼物流部

長（現任）

－株

（取締役候補者とした理由等）

　石澤浩和氏は、主に当社のプロパティ事業における不動産賃貸や出荷請負等の運営管理、通信

販売事業における物流業務、グループ物流の統合等に携わり、豊富な経験と知識を有しておりま

す。当社の経営理念を十分に理解し、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たし

ており、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

ふ り が な
氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

４

こ

児

 

 
じま

島

 

 
まさ

正

 

 
お

雄
（1963年７月10日生)

1986年４月 兼松江商株式会社（現　兼松株式会社）入社

1993年12月 同社米国会社ニューヨーク支店　繊維部

門テキスタイル部部長

1998年12月 同社大阪支店　テキスタイル輸出部帰任

2000年４月 兼松香港有限公司　繊維部門テキスタイル部部長

2003年４月 P.T.Century　Textile営業部部長

2005年６月 同社　取締役就任　営業本部長

2008年４月 兼松繊維株式会社　東京本社　テキスタ

イル貿易本部第３部部長

2011年６月 ジーエスエムジャパン株式会社　執行役

員　オペレーションディレクター

2013年９月 同社　取締役就任　管理部本部長

2019年８月 当社入社　経営企画部長

2019年10月 株式会社アペックス　取締役就任

2020年10月 取締役就任　経営企画本部長兼経営企画部長

            株式会社アペックス 取締役社長就任（現任）

2021年８月 取締役経営企画本部長

2021年11月 取締役経営企画部長(現任)

1,100株

（取締役候補者とした理由等）

　児島正雄氏は、長年の海外における営業経験に加え、会社役員として経営に携わる等、豊富な

経験と知見を有しております。当社の経営理念を十分に理解し、経営の重要事項の決定及び業務

執行の監督の役割、またグループ会社の社長として経営管理及び業績向上に関する責務を果たし

ており、引き続き取締役候補者といたしました。

５

うえ

植

 

 
だ

田

 

 
のぶ

伸

 

 
じ

司
(1949年12月４日生)

1972年４月 静岡小松フォークリフト株式会社入社

1977年４月 株式会社覚丸文佐藤商店入社

1983年８月 当社設立　代表取締役社長就任

1987年12月 株式会社植田茶園（1990年２月、株式会社ウエダに

商号変更）設立　同社代表取締役社長就任

1992年８月 株式会社ウエダ解散　同社代表取締役社長退任

2012年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任

2013年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任

2014年８月 株式会社ダイカイ取締役会長就任

2018年８月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長就任

2018年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長就任

2018年12月 特莱芙（上海）貿易有限公司監事就任

2020年８月 代表取締役会長就任（現任）

28,150株

（取締役候補者とした理由等）

　植田伸司氏は、当社の創設者であり、また、長年に亘り当社の代表取締役社長及び会長とし

て、その豊富な経験と実績に基づくリーダーシップと実行力によりグループ全体の成長を牽引し

てまいりました。その実力、能力、小売業界における長い経験と企業経営者としての豊富な経験

とともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契

約を保険会社との間で締結しており、当社取締役を含む被保険者がそ

の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を

受けることによって生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定

められた免責事由に該当するものを除く。）を当該保険により塡補す

ることとしております。各候補者が選任された場合には、当該役員等

賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該保険契約の

保険料は全額を当社が負担しております。また、次回の更新時におい

ても同内容での更新を予定しております。
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候補者
番　号

ふ り が な
氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

１

おか

岡
むら

村

 

　
あきら

朗
(1963年６月19日生)

1987年４月 有限会社学静社富士学院入社

1998年３月 日本ランズエンド株式会社入社

2006年５月 株式会社アイエイアイ入社

2007年４月 当社入社

2007年８月 経営企画部システム課長

2013年８月 コミュニケーション部次長

2013年11月 コミュニケーション部長

2017年５月 情報システム部長

2018年８月 コーポレート本部情報システム部長

2019年６月 国内事業本部物流部長

2020年２月 ロジスティクス事業本部物流部施設管理課長

2020年８月 ロジスティクス事業本部物流部配送管理課長

2020年10月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任）

2020年10月 株式会社アペックス監査役就任（現任）

2020年10月 株式会社ダイカイ監査役就任（現任）

2020年10月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ監査役就任（現任）

900株

（監査等委員である取締役候補者とした理由等）

　岡村朗氏は、自社の通信販売基幹システムの開発や情報システム部門に長年携わるとともに、

コミュニケーション部門、物流部門等の部門長を歴任し、また、当社の取締役（監査等委員）と

しての責務を適切に幅広い業務の実務経験と見識を有しており、就任されて以来、当社の経営に

適切な助言や監督をしていただいております。これらのことから、引き続き取締役（監査等委

員）候補者といたしました。

第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役岡村朗氏、小川幸伸氏は、本総会終結の時をもって任

期満了となります。また、2022年２月28日付で監査等委員である取締役苗村博子

氏が辞任され、監査等委員である取締役に欠員が生じたため、2022年３月14日に

静岡地方裁判所において監査等委員である仮取締役として寺田敏子氏が選任され

就任いたしました。監査等委員である仮取締役の任期は、本総会で後任の監査等

委員である取締役が選任されるまでとなっております。

　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものでありま

す。

　なお、本議案に関しまして、監査等委員である取締役候補者の選任にあたって

は、指名・報酬委員会の答申を経ており、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（重要な兼職の状況）

所有する当

社の株式数

２

てら

寺
だ

田

 

　
とし

敏
こ

子
(1960年２月13日生)

2004年10月 弁護士登録

2004年10月 太陽法律事務所入所

2006年６月 弁護士法人フェニックス入所

2007年３月 つかさ綜合法律事務所開設　所長就任（現任）

2009年１月 株式会社ビルディングナビゲーション確

認評価機構監視委員会委員就任

2015年３月 プリベント少額短期保険株式会社（現ミ

カタ少額短期保険株式会社）社外監査役

就任（現任）

2017年４月 株式会社BluePlanet-works社外取締役就任

2022年３月 当社社外取締役（非常勤監査等委員）就

任（現任）

－株

（監査等委員である取締役候補者とした理由等）

　寺田敏子氏は、弁護士資格を保有し、長年に亘る弁護士としての経験及び法律に関する幅広い

知識に加え、他社の社外監査役等の豊富な経験及び見識を有しており、当社における社外取締役

（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただいております。これらのことから、引き続

き社外取締役（監査等委員）候補者といたしました。

３
※

いわ

岩
い

井
り

理
え

映
こ

子
(1970年10月18日生)

1997年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2011年４月　同社ＧＢＳ金融・郵政サービス事業部銀

行第一システム部部長

2016年１月　同社グローバル・ビジネス・サービス事

業部アソシエイト・パートナー

2018年11月　同社ＩＢＭコンサルティング事業本部パ

ートナー（現任）

－株

（監査等委員である取締役候補者とした理由等）

　岩井理映子氏は、長年に亘る金融関連システム開発、グローバル分野での業務経験、女性活躍

推進に貢献した実績等、豊富な経験、幅広い知識及び見識を有しております。これらのことか

ら、当社における社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判

断し、社外取締役（監査等委員）候補者といたしました。

（注）１．※印は、新任の監査等委員である取締役候補者です。

２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．寺田敏子氏及び岩井理映子氏は社外取締役候補者であります。

４．寺田敏子氏の当社社外取締役（仮取締役）在任期間は2022年３月に就

任してから、本総会終結の時をもって７カ月となります。

５．当社は、岡村朗氏、寺田敏子氏との間で、会社法第427条第１項及び

当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度

額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としておりま

す。両氏の再任が承認された場合には、両氏との間で、当該契約を継

続する予定であります。また、岩井理映子氏の選任が承認された場合

には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
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氏名/属性
企業経営

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
事業戦略

財 務 ・ 会 計

Ｍ ＆ Ａ

法 務

リ ス ク 管 理

組 織

人 材 開 発
IT・デジタル

取

締

役

西 上 節 也 ○ ○ ○

伊 藤 和 也 ○ ○ ○

石 澤 浩 和 ○ ○ ○

児 島 正 雄 ○ ○ ○ ○

植 田 伸 司 ○ ○ ○

監取

査締

等役

委

員

岡 村 　 朗 ○ ○ ○

寺 田 敏 子 ○ ○ ○

岩井理映子 ○ ○ ○

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契

約を保険会社との間で締結しており、当社取締役を含む被保険者がそ

の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を

受けることによって生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定

められた免責事由に該当するものを除く。）を当該保険により塡補す

ることとしております。各候補者が選任された場合には、当該役員等

賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該保険契約の

保険料は全額を当社が負担しております。また、次回の更新時におい

ても同内容での更新を予定しております。

７．当社は、寺田敏子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引

き続き独立役員とする予定であります。また、岩井理映子氏の選任が

承認された場合には、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと

から、新たに同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

【ご参考：株主総会後の取締役会のスキルマトリックス】

　第３号議案及び第４号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会のスキ

ルマトリックスは以下のとおりであります。

　なお、スキルマトリックスは、各人の経験等を踏まえ、より専門性が発揮でき

る領域を記載しており、有する全ての知見や経験を表すものではありません。
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第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対す

る譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2016年10

月27日開催の第33期定時株主総会において、年額250百万円以内（ただし、使用

人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいております。

　今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（監査等委

員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に中長期

的な視点での経営評価としてのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と

の一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、対象

取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし

たいと存じます。

　本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する

報酬は金銭債権とし、その総額は、年額50百万円以内といたします。また、各対

象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する

ことといたします。なお、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は

５名でありますが、第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５

名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締

役及び社外取締役を除く。）は５名となります。

　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される

金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は

処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数

は年50,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の

株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合

その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整

が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）とい

たします。

　なお、その１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東

京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合

は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対

象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定しま

す。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産と

しての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を

含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結することを

条件とします。また、本議案における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社

の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与

の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係

る決定に関する方針（なお、本議案が承認可決された場合には、ご承認いただい

た内容とも整合するよう、当該方針を変更する予定です。）その他諸般の事情を

考慮して決定されており、相当であると考えております。
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【本割当契約の内容の概要】

（１）譲渡制限期間

　対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より当社の役職員の地位のうち当

社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間（以下「譲渡

制限期間」という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割

当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない

（以下「譲渡制限」という。）。

（２）退任又は退職時の取扱い

　対象取締役が当社の取締役会が予め定める期間（以下「役務提供期間」という。）

の満了前に当社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退

職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他の正当な理由があ

る場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

（３）譲渡制限の解除

　当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の役職員の地位のうち当

社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につい

て、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、①当該対象

取締役が正当な理由により、役務提供期間が満了する前に当社の役職員の地位のうち

当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合、又は、②当該対象取締役

が役務提供期間の満了後においても、譲渡制限期間の満了前に正当な理由以外の理由

により、当社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職

した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、

必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制

限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を

当然に無償で取得する。

（４）組織再編等における取扱い

　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社とな

る合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再

編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総

会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、

当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日

までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効

力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制

限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を

当然に無償で取得する。

（５）その他の事項

　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会　場：静岡県掛川市亀の甲１－３－１

　掛川グランドホテル　３階「シャングリラスイート」

　TEL 0537－23－3333

掛川バイパス

大池ＩＣ 西郷ＩＣ

掛川警察署

至静岡
消防署掛川城掛川西高

国道１号線

至浜松

天竜浜名湖
鉄道

至名古屋

掛川駅 北口

ＪＲ掛川駅

南口

島田掛川
信金法務局

裁判所

掛川
グランドホテル

至名古屋

掛川ＩＣ

至東京

有料 至東京Ｐ

ＮＴＴ

有料Ｐ

無料Ｐ

東名高速道路

交　通【電　車】東海道新幹線　掛川駅南口より　徒歩約１分

【自動車】東名高速道路　掛川ＩＣより　　車で約５分

（ご案内）

　駐車場は、ホテル専用駐車場（無料）のご利用をお願いいたします。満車

等でホテル専用駐車場以外（有料）をご利用の場合は、株主様のご負担とな

りますのでご了承ください。


